
 1

      平成３１年４月三田市教育委員会定例会会議録 

〇開催日及び場所 

 

 

〇議事日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇会議に出席した委

員（５名） 

 

 

〇説明のため出席し

た者（９名） 

 

 

 

 

〇代表学校園長 

（２名） 

 

 

〇会議に関係した事

務局員（３名） 

 

 

 

〇会議録署名委員 

 

 

 

 

 

平成３１年４月２６日(金)午後１時００分開会 午後３時３０分閉会 

三田市役所 南分館 ６０１会議室 

 

日 程 第 １ 開会 

日 程 第 ２ 前回会議録の報告、承認 

日 程 第 ３ 会議録署名委員指名 

日 程 第 ４ 会期の決定 

日 程 第 ５ 教育長の報告 

日 程 第 ６ 議事  議案第１４号から議案第２０号 

日 程 第 ７ 報告事項  報告第１０号から報告第１２号 

日 程 第 ８ その他  

 

  

 

１番 鹿 嶽 昌 功 ２番 吉 田 礼 子 

３番 中 上 之 仁 ４番 田 口 文 夫 

５番 三 木 尚 美   

       

学 校 教 育 部 長 岡 崎 正 文 学 校 教 育 部 次 長 外 岡 明 文 

教 育 総 務 課 長 浅 野 晋 司 学 校 教 育 課 長 山 本  直 也 

教 育 研 修 所 長 村 岡 智 行 学 校 給 食 課 長 宮 城 信 之 

文化スポーツ課長 横 溝 朋 之 教 育 総 務 課 参 事 上 野  樹 

学 校 教 育 課 参 事 吉 田 裕 彦   

     

小学校校長会代表 藤 原 賢 治 

幼稚園園長会代表 常 倍 英 美 

 

 

教 育 総 務 課 松 田 成 行 

 寺 嶌 晶 子 

 藤 本  真 

  

 

教  育  長 鹿 嶽 昌 功 

  

教 育 委 員 三 木 尚 美 
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〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

〇教育総務課長 

（浅野 晋司） 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

〇教育長 

日程第１  開   会 

 

ただいまから平成３１年４月第２３５回三田市教育委員会定例会を

開会いたします。 

本日の議案第１７号「平成３１年度三田市立学校教科用図書選定委

員会委員の委嘱について」は、教科書採択が公正かつ適正に行われ

ますよう、委員の人選にかかる議案は非公開とする必要があると考

えますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

では、議案第１７号は非公開で審議することといたします。 

 

 

  

日程第２ 前回会議録の報告、承認 

 

それでは前回会議録の報告を事務局よりお願いします。 

 

 

 

(平成３１年３月１５日教育委員会臨時会会議録により説明)  

 

(平成３１年３月２８日教育委員会定例会会議録により説明) 

 

 

事務局から説明がありました会議録について、何かご質問はござい

ませんでしょうか。  

なければ、このように承認させていただきます。 

 

 

日程第３  会 議 録署名 委 員指名  

 

それでは、会議録署名委員指名に移ります。 

 会議録署名委員は、５番 三木尚美委員にお願いします。 

 

 

日程第４  会 期 の 決 定 

 

会期は本日一日、平成３１年４月２６日金曜日午後１時００分開会
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（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

といたします。 

 

 

日程第５  教 育 長 の 報 告 

  

今年度最初の定例会、また、平成最後の定例会ということです。５月１日

からは令和という元号のもとでの新しい時代が始まります。本当に良い時

代となるよう願うだけでなく、我々も良い時代とするために行動しなけれ

ばならないと思っております。本年度もよろしくお願いいたします。 

  

それでは、前回の定例会以降の状況についてご報告いたします。 

 

１ 新年度の人事異動辞令交付（４/１） 

まず、４月１日月曜日に新年度の人事異動の辞令交付等を行いました。３

０年度末の管理職の退職によって、新しく校長５名、教頭は管外異動など

もあり７名が新しく職に就きました。また、異動も校長４名、教頭９名と

なっており、特に教頭では、３０名中１６名が変わったところであり、ま

た、小学校教頭に中学校から３名を配置しました。 

新規採用の教員は１０名、県内の交流では中堅を中心に７名、主幹教諭・

学校副主幹は５名、これは例年より少なかったわけですが、県より辞令、

また市教委において辞令と訓示をさせていただきました。 

すでに各学校では新たな体制の下で、教育活動が展開されているところで

すが、すべての子どもたちが安心して、笑顔で学校生活が送れるよう支援

してまいりたいと思っております。 

 

２ 入学・入園式 (４/８、４/９、４/１０、４/１１) 

次は、入学・入園式ですが、４月８日の始業式に次いで、ひまわり特別支

援学校で入学式、そして９日は小学校、１０日は中学校で入学式がありま

した。１１日は今年から市長部局・子ども未来部の所管となった幼稚園１

０園で入園式があり、教育委員の皆さんにも来賓として参加いただきまし

た。 

また、今年は８日、県立高校の入学式にも参加させていただきました。３

月卒業した中学３年生の高校への入学式でしたが、卒業して１か月も経っ

ていないのに、一つ大人になったなといった印象を受けました。参加させ

ていただいて本当に良かったと思っております。 

 

３ 部落解放第26回婦人の集い (４/１４) 

次は、４月１４日日曜日、フラワータウン市民センターで開催された「部

落解放第２６回婦人の集い」に参加いたしました。 

開会のあいさつ、基調提案に続いて、近畿大学人権問題研究所の奥田教授
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〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

 

 

による｢部落差別解消推進法」についての講演をきかせていただきました。 

障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法とともに、差別解消三法は差別

の実態を改善させるための法ではなく、すべての市民・国民を対象とした

差別のない社会を実現するための法律であること。「人間の営みがつくっ

た差別なのだから、人間の営みによってなくすことができる。社会を上げ

て取り組まなければならない、だからこそ行政の責任が問われる」といっ

たことでした。 

法第５条では「教育及び啓発」が規定されています。我々学校教育を担う

ものとしての責任・役割をしっかりと認識し、取り組まなければならない

と感じたところです。 

 

４ 全国学力・学習状況調査 (４/１８) 

４月１８日には、小学校６年生１,０３７名、中学校３年生９０６名を対象

に全国学力・学習状況調査を実施しました。 

今年度は、国語、算数・数学に加えて、中学校で初めて英語が実施され、

「読む・書く・聞く」のほかに「話す」問題があり、パソコンを使っての

ヘッドセットにより実施されました。 

うまくいくか心配していましたが、事前の丁寧な準備のおかげで、問題も

なく実施できたと聞いています。そのほか生活習慣・学習環境の調査も行

われました。 

学力テストについては、今年度もその結果について「三田市学力向上推進

委員会」において分析いただき、改善方策などの提言をいただくととも

に、各学校においても子どもたちの特性等分析する中で、学力向上に向け

た取組等検討いただきます。三田の教育の全体の学力向上に取り組んで行

きたいと思います。 

 

私からの報告は以上です。 

 

  

日程第６   議   事 

 

それでは本日の議事に入ります。 

 

 （１）学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること 

【三田市教育委員会事務委任規則第１条第１号、及び第３条】 

議案第１４号「平成３１年度三田市立学校教科用図書の採択に関す

る基本方針、及び三田市立学校教科用図書選定委員会への諮問につ

いて」事務局から説明をお願いします。 
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〇教育研修所長 

（村岡 智行） 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

〇教育委員 

（田口 文夫） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育研修所長 

（村岡 智行） 

 

〇教育委員 

（田口 文夫） 

 

 

 

 

 

〇教育研修所長 

（村岡 智行） 

 

 

 

〇教育委員 

（田口 文夫） 

 

議案第１４号「平成３１年度三田市立学校教科用図書の採択に関す

る基本方針、及び三田市立学校教科用図書選定委員会への諮問につ

いて」事務局から説明。 

 

 

ご質問などはございませんか。 

 

 

７ページの「５採択日程」で「選定委員会」という言葉を使われて

いますが、ここは「委員会」と表記されるべきです。５ページに

「三田市立学校教科用図書選定委員会」は「委員会」と略記する。

また、３ページの「三田市立学校ひまわり特別支援学校高等部教科

用図書選定委員会」は「選定委員会」と略記すると書いてありま

す。ですから、小学校・中学校・ひまわり特別支援学校（小・中学

部）の選定に関する「三田市立学校教科書用図書選定委員会」の日

程については、「委員会」の日程と表記し「三田市立ひまわり特別

支援学校高等部教科用図書選定委員会」（略記 選定委員会）と区

別して表記しないと混乱が生じます。 

また、ひまわり特別支援学校高等部の選定委員会の日程は公開され

るのですか。それとも校内だけになるのですか。 

 

  

校内の予定としているので、公開はされません。 

 

 

１０ページの諮問書についてですが、ひまわり特別支援学校高等部

への諮問書は含まれていないと理解しています。三田市立ひまわり

特別支援学校小・中学部の図書には、教育長が「三田市立学校教科

用図書選定委員会」に諮問するということですが、三田市立ひまわ

り特別支援学校高等部には、諮問ではないと思います。 

  

 

５ページで説明しておりますが、教育委員会がひまわり特別支援学

校高等部の選定委員会に、協議及び選定を依頼するという事にして

おります。 

 

 

分かりました。三田市立ひまわり特別支援学校高等部の教科用図書

は校長先生が三田市教育委員会の依頼を受けて、校内の選定委員会

で選定するという事ですね。 
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〇学校教育部次長 

（外岡 明文） 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育委員 

（田口 文夫） 

 

〇学校教育部長 

（岡崎 正文） 

 

 

 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、選定にあたって「静ひつな採択環境の確保」とありますが、

業者の競争が余りにも過激になると、時には贈収賄事案にかかわる

ようなことがあります。「静ひつな採択環境の確保」のために、小

中学校は教育委員会、ひまわり特別支援学校高等部では校長先生

が、業者等による「静ひつ」を破る行為があった場合、例えば、業

者等がビラを配るとかの働きかけが選定時にあった場合、業者等に

ペナルティを科す事は出来るのですか。 

  

 

何パターンかあるかと思われますが、庁舎内で、例えばビラを配

る、大声を出すなどがあれば、庁舎管理規定で対応させて頂きま

す。場合によっては、警察に対応をお願いすることも考えられま

す。それ以外には、委員への働きかけなどについては、贈収賄につ

いての対応も考えられると思います。ケースバイケースになると思

いますが、教育委員会といたしましては、万全な環境を整えていき

ます。 

 

 

分かりました。 

 

 

平成２８年に、贈収賄ではありませんが、教科書会社が開催する会

議に誘われ謝礼を受け取る等の事案が発生し、教職員の処分事案が

ありました。三田市として、その教科書会社に対しては、三田市の

小中学校への出入り禁止の対応をとりました。その後、一般社団法

人教科書協会により「教科書発行者行動規範」が出来て解除したと

いう経緯がございます。 

 

 

他にございませんでしょうか。 

今回は小学校全ての選定となりますので、実際選定する７月の教育

委員会定例会は、少し時間を頂きたいと思います。２年前に小学校

で選定した道徳についても、昨年検定の物が出ていますが、改めて

選定し直しということになります。 

中学校においては、昨年の小学校と同じで、今回は、３０年度の検

定本の申請がなかったということですので、規定上は４年に一度と

いうことですが、前回の平成２７年度における調査研究の内容を活

用することになります。平成３３年度からは、また新しい学習指導

要領に基づく物を選定しなければなりませんので、３１年度に採択

した教科用図書は３２年度一年限りの使用になります。 
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〇教育委員 

（吉田 礼子） 

 

 

〇教育研修所長 

（村岡 智行） 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

〇学校教育課長 

（山本 直也） 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

〇教育委員 

（田口 文夫） 

 

 

 

〇学校教育部次長 

（外岡 明文） 

 

 

 

〇教育長 

 

 

教科書を全部見せていただけるのは、展示の期間中だけでしょう

か。 

 

 

期間中となります。また、内覧会がございますので、ご覧頂く機会

を設けたいと思います。 

 

 

他にございますか。 

なければ、このように承認します。 

  

  

（１）学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること 

【三田市教育委員会事務委任規則第１条第１号、及び第３条】 

議案第１５号「三田市の学校・園における食育推進計画 さんだっ

子食べチャオ！食育推進計画～プラス１の食育～（２０１９年度～

２０２３年度）の策定について」事務局から説明をお願いします。 

 

 

議案第１５号「三田市の学校・園における食育推進計画 さんだっ

子食べチャオ！食育推進計画～プラス１の食育～（２０１９年度～

２０２３年度）の策定について」事務局から説明。 

 

 

何かご質問などはございませんか。 

 

 

三田ポークはよく出てきているので、三田ポークを特産として、学

校給食で食べてもらおうという事ですね。食べチャオ！食育推進計

画には、三田牛は出てこないのですか。 

 

 

三田ポークと同様、三田牛も三田の特産の食材の一つですが、非常

に限られた給食費の予算の中で、扱いやすく使いやすい食材が三田

ポークです。ご理解頂けたらと思います。 

 

 

他に、ご質問等ございますか。 
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（鹿嶽 昌功） 

 

〇教育委員 

（中上 之仁） 

 

 

 

 

 

 

 

〇学校教育部次長 

（外岡 明文） 

 

 

 

 

 

 

〇教育委員 

（中上 之仁） 

 

 

 

 

〇学校教育部次長 

（外岡 明文） 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

〇教育総務課長 

 

 

先日、学校給食課長とお話させて頂いたのですが、給食のご飯を焼

飯や混ぜご飯にするというのは、給食センターでは出来ないと聞き

ました。幼稚園児童と何回か一緒に給食を食べさせてもらったので

すが、子ども達が、ご飯を食べにくそうにしていました。ご飯にか

けるメニューはありますが、焼飯や混ぜご飯を出す工夫が出来ない

でしょうか。三田産の野菜を混ぜるなどといったことができたらと

思います。 

 

 

炊飯工場でご飯を炊くので、その過程の中で炒める焼飯でしたり、

混ぜご飯を作るのは、作業行程上、非常に難しい部分があると推測

できます。それ以外の方法で、カレーライスでカレーをかけること

は出来ます。これからも、工夫をして研究していくことになります

が、今の時点で、炊飯工場と給食調理工場が分かれている状況では

難しいです。 

 

 

やはり、ご飯だけでは、小さい子ども達が食べにくいということ、

また、野菜嫌いの子ども達にご飯と混ぜて食べやすくすると、喜ん

で食べてくれると思うので、検討か工夫が出来たら良いと思いま

す。 

 

 

ご意見として承ります。 

 

 

他に、ございますか。 

では、このように承認します。 

 

 

(２) 教育予算その他会議の議決を経るべき議案について意見を申

し出ることについて                      

【三田市教育委員会事務委任規則第１条１２号】 

議案１６号「平成３１年度６月補正教育予算案に関する教育委員会

の申し出について」事務局から説明をお願いします。 

 

 

議案１６号「平成３１年度６月補正教育予算案に関する教育委員会
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（浅野 晋司） 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

 

 

〇教育研修所長 

（村岡 智行） 

 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

〇文化スポーツ課長 

（横溝 朋之） 

 

 

〇教育長 

の申し出について」事務局から説明。 

 

 

ご質問等ございますか。 

なければこのように承認します。 

 

 

(３) 附属機関の委員その他の法令に基づく各種委員を委嘱し、又

は任命することについて 

【三田市教育委員会事務委任規則第１条第１４号関係】 

議案第１７号「平成３１年度三田市立学校教科用図書選定委員会委

員の委嘱について」は非公開となっておりますので、事務局関係者

以外はご退席をお願いいたします。 

 

《事務局関係者以外退室》 

 

議案第１７号「平成３１年度三田市立学校教科用図書選定委員会委

員の委嘱について」事務局から説明。 

  

 

《非公開審議》 

 

それでは、このように承認します。 

 

 

《事務局関係者以外入室》 

 

  

(３) 附属機関の委員その他の法令に基づく各種委員を委嘱し、又

は任命することについて 

【三田市教育委員会事務委任規則第１条第１４号関係】 

議案１８号「三田市立図書館運営評価委員会委員の委嘱について」

事務局から説明をお願いします。 

 

 

議案１８号「三田市立図書館運営評価委員会委員の委嘱について」

事務局から説明。 

 

 

ご質問などはございませんか。 
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（鹿嶽 昌功） 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

〇学校教育課参事 

（吉田 裕彦） 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

〇教育委員 

（田口 文夫） 

 

〇学校教育課参事 

（吉田 裕彦） 

 

〇教育委員 

（田口 文夫） 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

〇学校教育課長 

（山本 直也） 

 

なければこのように承認します。 

 

 

(３) 附属機関の委員その他の法令に基づく各種委員を委嘱し、又

は任命することについて 

【三田市教育委員会事務委任規則第１条第１４号関係】 

議案第１９号「三田市教育支援委員会委員の委嘱について」事務局

から説明をお願いします。 

 

 

議案第１９号「三田市教育支援委員会委員の委嘱について」事務局

から説明。 

 

 

ご質問などはございませんか。 

 

 

２３ページの増金さんはピアカウンセラーではないですか。 

 

 

現在はピアカウンセラーの活動はしておりません。 

 

 

分かりました。 

 

 

他にございますか。 

なければこのように承認します。 

 

 

(３) 附属機関の委員その他の法令に基づく各種委員を委嘱し、又

は任命することについて 

【三田市教育委員会事務委任規則第１条第１４号関係】 

議案第２０号「三田市生徒指導等問題対策委員会委員の委嘱につい

て」事務局から説明をお願いします。 

 

 

議案第２０号「三田市生徒指導等問題対策委員会委員の委嘱につい

て」事務局から説明。 
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〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

〇文化スポーツ課長 

 （横溝 朋之） 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

〇学校教育課長 

（山本 直也） 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

〇教育委員 

（田口 文夫） 

 

 

〇学校教育課長 

（山本 直也） 

 

 

ご質問などはございませんか。 

なければこのように承認します。 

 

 

 

日程第７  報 告 事 項 

 

続きまして報告事項に移ります。 

報告第１０号「平成３１年度「子供の読書活動優秀実践図書館」に

係る市立図書館の文部科学省大臣表彰について」事務局から説明を

お願いします。 

 

 

報告第１０号「平成３１年度「子供の読書活動優秀実践図書館」に

係る市立図書館の文部科学省大臣表彰について」事務局から説明。 

  

 

何かご質問等ございますか。 

ないようでしたら、これにて報告とさせていただきます。 

 

 

報告第１１号「平成３０年度三田市内中学校卒業者の進路状況につ

いて」事務局から説明をお願いします。 

 

 

報告第１１号「平成３０年度三田市内中学校卒業者の進路状況につ

いて」事務局から説明。 

 

 

何かご質問等ございますか。 

 

 

３９ページのＮ高校は、沖縄が本部となっていますが、インターネ

ットの高校ですよね。 

 

 

ご指摘の通りでございます。 
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〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

〇教育総務課長 

（浅野 晋司） 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

〇教育総務課長 

（浅野 晋司） 

 

 

 

〇教育長 

（鹿嶽 昌功） 

 

 

 

 

 

 

他に何かございますか。 

ないようでしたら、これにて報告とさせていただきます。 

  

 

報告第１２号「５月教育委員会開催行事予定について」事務局から

説明をお願いします。 

 

 

報告第１２号「５月教育委員会開催行事予定について」事務局から

説明。 

 

 

何かご質問等ございますか。 

ないようでしたら、これにて報告とさせていただきます。 

 

 

日程第８  そ の 他 の 報 告 

 

では、次回、５月の教育委員会定例会の日程について事務局からお

願いいたします。 

  

  

５月教育委員会定例会の開催日時は令和元年５月３０日（木)午後

２時００分から、南分館６０１会議室で予定しております。 

よろしくお願いいたします。 

  

 

その他何かございませんか。 

それでは、以上をもちまして本日の教育委員会定例会を閉会いたし

ます。 

 

 

 


